
 
㈱ウィルコムに対する特許権侵害差止の訴訟提起について 

 
㈱ヒューネットの１００％子会社であり液晶事業を営んでいる㈱ヒューネット・ディスプレ
イテクノロジー（本社：東京都中央区、取締役社長：尾崎豊 以下、「HDT」という）は、本日、
下記の特許権に基づいて、㈱ウィルコム（本社：東京都港区，取締役社長：八剱洋一郎）に対し、
同社が譲渡等している多機能通信モジュール（Ｗ－ＳＩＭ（ウィルコムシム））の譲渡等の差止
を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 
 

記 
１．対象権利 
   特許番号：特許第 3048964号 
   登 録 日：平成 12年 3月 24日 
   出 願 日：平成 9年 6月 24日 
   権 利 者：株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジー 
   発明の名称：電話送受信ユニット及び移動体通信端末 
 
２． 当該訴訟を提起した裁判所及び年月日 
     東京地方裁判所  平成 18 年 3 月 24 日 
 
３．当該訴訟の被提起者 
（１） 商 号 株式会社ウィルコム 
（２） 所在地 東京都港区 
（３） 代表者 代表取締役 八剱洋一郎 

 
４．当該訴訟の内容 

内 容 HDTは、従前より㈱ウィルコムと本件に関し話し合いによる解決をめざ
してきましたが、合意に至ることができなかったため、HDTの知的財産権
の正当な保護のために、今回の訴訟提起に踏み切った次第です。 
当社は、平成 12 年の液晶事業本部設立（平成 17 年 8 月 1 日株式会社ヒ
ューネット・ディスプレイテクノロジーに改組）以来、フィールド・シー
ケンシャル方式カラー液晶表示機製造等の知的財産権の積極活用を行って
まいりました。 

HDTは、知的財産権をHDTの重要な資産と位置づけており、今後もHDT
の知的財産権が侵害されたと判断した場合には、HDTの知的財産権の保護
および活用のために、HDTが保有する知的財産権に基づいて訴訟提起など
を含め、毅然とした対処をしていく所存です。 

 
５．今後の見通し 

 当社及びHDTといたしましては、HDT保有特許の侵害に当たるものと確信しており、
裁判では HDTの正当性を主張して争っていく方針であります。訴訟の推移による当社業
績への影響につきましては、確定次第報告いたします。 

 
６．本件に関するお問い合わせ 

株式会社ヒューネット･ディスプレイテクノロジー   連絡先電話番号：03-5204-3165 
（担当者）知 財 部  沖 田 

 
以 上 


